様式第１号（第３条関係）
支援金交付申請書兼請求書

                                                            　　   　第　          号
                                                                       年　  月 　 日
  兵庫県知事  様
                                　　　　　　　　　  住　　所
                              　　　　　　　　　    団 体 名
                                                    代表者名 　                       
                                                    電　　話（　　）　　　－　　　　番
                                                    電子メール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　発行責任者    氏　　名
　　　　　　　　　　　                            　　　  　電　　話　（　　　）　　　－　　　
                                                      　　　電子メール　
                      　　　　　　　　　　  　　　　　　　　担　当　者    氏　　名
　　　　　　　　　　　                           　　　   　電　　話　（　　　）　　　－　　　
                                                      　　　電子メール

                             　　
公共交通等事業者燃料油価格高騰対策一時支援金（バス、鉄道、航路）交付要綱第３条に基づき、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

記

１　交付申請・請求額　　　　　金　　　　　　　　　　円
　　〔内訳　　　　　　　　（両、台、隻）×　金　　　　　　　円〕

２　誓約事項（以下の誓約事項を確認のうえ、□欄に☑を記載（入力）してください。
□　当社は、暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号）第２条第１号に規定する暴力団、又は同条第３号に規定する暴力団員に該当しないことを誓約します。
□　当社は、暴力団排除条例施行規則（平成23年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないことを誓約します。
□　当社は、知事が前２項を確認するため、必要な事項を兵庫県警察本部長に照会すること及び当該照会に係る回答の内容を他の補助事業における暴力団等を排除するための措置を講ずるために利用し、又は兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供することについて異議を述べないことを誓約します。
□　当社は、支援金の使途に関し、暴力団等を利することのないよう必要な措置を講ずることを誓約します。				
□　当社は、令和８年３月31日まで一般乗合旅客自動車運送事業、鉄道事業又は一般旅客定期航路事業のいずれかを継続し、上記車両数を県内の営業所で稼働し続けることを誓約します。
□　当社は、これら各項のいずれかを満たしていないことが判明した場合、及びこの申請が虚偽の申告であることが判明した場合に、支援金の返還及び加算金・遅延利息の支払いを命じられたときは、これに異議なく応じること、また賠償ないし補償を求めないことを誓約します。				


３　振込先口座　
	金融機関名
	

	支店名
	

	金融機関コード
	
	支店コード
	

	口座種別
	　普　通　・　総　合　・　当　座

	口座番号
	

	フリガナ
	

	口座名義
	



様式第２号（第４条関係）

支援金交付決定通知書


                                                            　　   　第　          号
                                                                       年　  月 　 日

      （申請者名）　　様
                                                    兵庫県知事                        
担当課名及び担当者名
                                                    電　　話（　　）　　　－　　　　番
                                                    電子メール
                             　　
  　　　年　　　月　　　日付け　第　　　　号により申請のあった公共交通等事業者燃料油価格高騰対策一時支援金については、金         　　　　  円を下記の条件を付して交付することに決定したので通知します。

記


１　交付申請者は、支援金交付要綱に従わなければならない。

２　交付申請者は、次の各号のいずれかに該当すると認められ、この交付決定の全部又は一部を取り消され、支援金の返還を命じられた場合には、支援金交付要綱第８条に定める加算金及び遅延利息を含めて、県に納付しなければならない。
(1)　支援金交付要綱の規定に違反したとき。
(2)　交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3)　偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。
(4)　暴力団等であるとき。
(5)　廃業により、令和８年３月31日まで事業を継続することができないとき。
(6)　処分等により、令和８年３月31日までに保有する車両（船舶）が減少し、支援金の算定に使用した車両数（船舶数）を下回ることとなったとき。


様式第３号（第７条関係）

支援金交付決定取消通知書


                                                            　　   　第　          号
                                                                       年　  月 　 日

      （申請者名）　　様
                                                    兵庫県知事                        
担当課名及び担当者名
                                                    電　　話（　　）　　　－　　　　番
                                                    電子メール
                             　　
  　　　年　　　月　　　日付け　第　　　　号により申請のあった公共交通等事業者燃料油価格高騰対策一時支援金については、下記のとおり決定したので通知します。

記

１　支援金額                 　　　　 円を取り消す。

  （取消しの理由）




